
山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
十
八
号
　
　
令
和
三
年
八
月
三
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
五
一

山
梨
県
公
報

第
二
百
十
八
号

令
和
三
年八

月
三
十
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
指
定
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示	

四
五
一  

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

四
五
一

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
指
定
（
令
和
元
年
山
梨
県
告
示
第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
令
和
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
三
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

四
5
中
「
六
百
七
十
二
・
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
を
「
八
百
二
十
二
・
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
に
改
め
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
三
年
八
月
三
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
小
　
宮
　
山
　
　
　
　
博

　
政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

　
政
党
の
支
部名

　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス

市
第
二
支
部

久
保
田
松
幸

井

上

幸

弘

南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
四
三
七

令
和
三
年
七
月

十
五
日

令
和
三
年
七
月

三
十
日



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
十
八
号
　
　
令
和
三
年
八
月
三
十
日

四
五
二

　
そ
の
他
の
政
治
団
体

　
　
政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

　
　
政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
）

　
　
政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス

市
第
二
支
部

久
保
田
松
幸

井

上

幸

弘

南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
四
三
七

令
和
三
年
七
月

十
五
日

令
和
三
年
七
月

三
十
日

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

ひ
ろ
せ
集
一
後
援
会

小

椋

欣

三

小

野

英

嗣

甲
府
市
湯
村
三
丁
目
一
二

－

一
三

令
和
三
年
七
月

十
九
日

令
和
三
年
七
月

十
九
日

み
ん
な
の
こ
え

堀

江

信

介

河
澄
信
太
郎

北
杜
市
高
根
町
東
井
出
四
九
八
六

－

一
四
八
四

令
和
三
年
七
月

二
十
日

令
和
三
年
七
月

二
十
一
日

新
し
い
風
山
梨

大
久
保
好
朗

奥

山

弘

昌

山
梨
市
正
徳
寺
一
九
〇
九

令
和
三
年
七
月

二
十
七
日

令
和
三
年
七
月

二
十
八
日

区
分

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

お
く
わ
き
一
夫
後
援
会

奥

脇

一

夫

令
和
三
年
七
月

十
四
日

令
和
三
年
七
月

十
四
日

旧

清

水

　

満

新

山
梨
県
電
気
工
事
政
治
連
盟

石

原

浩

行

令
和
三
年
五
月

十
四
日

令
和
三
年
七
月

二
十
一
日

旧

勝

俣

　

勝

区
分

名
　
　
称

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

み
ん
な
の
こ
え

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号

及
び
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

堀 

江 

信 

介

衆
議
院
議
員

令
和
三
年
八
月

十
三
日

令
和
三
年
八
月

十
三
日

旧

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

ひ
ろ
せ
集
一
後
援
会

小

椋

欣

三

小

野

英

嗣

甲
府
市
湯
村
三
丁
目
一
二

－

一
三

令
和
二
年
十
二

月
三
十
一
日

令
和
三
年
七
月

十
九
日


